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会 議 記 録 ⑴ 

会議名称 平成２５年度第１回北本市自治基本条例審議会 

開会及び 

閉会日時 

平成２５年５月１３日（月） 

午後１時３０分から午後２時３０分まで 

開催場所 北本市文化センター第２研修室 

委員長氏名 会長 有働秀鷹 

出  席 

委員(者) 

氏  名 

有働秀鷹、須藤善次郎、柴田辰雄、宮原鈴代、浅野昭八、 

遠井美智子、髙荷正春 

欠  席 

委員(者) 

氏  名 

鈴木洋子 

説明者の 

職氏名 

協働推進課長  磯野治司 

協働推進課主査 大森国英 

事務局職 

員職氏名 

総合政策部長  岩崎雄一   協働推進課長  磯野治司 

協働推進課主査 大森国英   協働推進課主事 五十嵐亮太 

会

議

次

第 

１ 開  会 

２ あいさつ 

３ 議  題 

 ⑴ 平成２４年度の取組み状況について 

⑵ 平成２５年度の取組み予定について 

⑶ その他 

４ 閉  会 

配

布

資

料 

１ 次第 

２ 参考資料 北本市自治基本条例審議会規則 

３ 市民主役のまちづくりをめざして（参画・協働パンフレット） 

４ 北本市市民公益活動推進計画 

５ 北本市市民公益活動推進計画年度別進行計画 
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会 議 記 録 ⑵ 

発言者 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有働会長 

 

 

事務局 

１ 開  会 

 

 本日はお忙しい中、北本市自治基本条例審議会に御出席いただき

ましてありがとうございます。定刻となりましたので、これより平

成２５年度第１回北本市自治基本条例審議会を開催いたします。 

 はじめに規則第５条第２項により「会議は、委員の過半数が出席

しなければ開くことができない。」となっておりますが、委員８名

中７名の出席をいただいておりますので、会議が成立することをご

報告いたします。 

 

２ あいさつ 

 

それでは、開会にあたりまして、まず、会長からごあいさつをい

ただきます。 

 

― 有働会長あいさつ ― 

 

ここで事務局職員に変更がありましたので、自己紹介をさせてい

ただきます。 

 

― 事務局自己紹介 ― 

 

 議題に入ります前に、所掌事務について確認させていただきま

す。所掌事務については、北本市自治基本条例の適切な運用に関す

ることとなっております。 

 それでは、第５条第１項により「審議会の会議は、会長が召集

し、その議長となる。」となっておりますので、進行につきまして

は有働会長にお願いいたします。 

 

３ 議題 

⑴ 平成２４年度の取組み状況について 

 

それでは、議題⑴ 平成２４年度の取組み状況について、事務局か

ら説明をお願いします。 

 

【資料１、２を基に説明】 

・平成２５年４月１日より、「北本市市民参画条例」、「北本市協

働推進条例」が施行された。 

・平成２５年３月に、「北本市市民公益活動推進計画」が策定され

た。 
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会 議 記 録 ⑵ 

発言者 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

有働会長 

 

浅野委員 

 

 

 

 

有働会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

髙荷委員 

 

 

事務局 

 

 

柴田委員 

 

 

 

 

有働会長 

 

 

事務局 

 

 

 

有働会長 

 

柴田委員 

 

 

 

 

髙荷委員 

 只今の説明について、質問等があればお願いします。 

 

 市民公益活動推進計画はある程度市民には理解してもらえるので

はないか。２条例に関してどのように市民に理解してもらうのか。

なぜこのようなことが必要なのかを説明しないといけない。今後の

取り組みはどうなっているのか。 

 

 事前に資料で配布した参画・協働のパンフレットは全戸配布して

いる。その他に事務局で今後説明会などの予定はあるのか。 

 

 市民公益活動推進計画に関してはホームページに掲載していま

す。また、先日行われたＮＰＯ法人情報交換会では計画の概要を説

明しました。２条例に関しては市役所の出前講座に加えましたが、

周知が足りない部分に関しては今後も引き続き行っていきます。 

 

 協働のパートーナー登録は自治会などはどうするのか。自治連で

事前にまとめて入ってしまえば良いのか。 

 

市と協働事業を行うための事前の登録になりますので、提案する

団体のみ事前に登録していただく形になります。 

 

市民公益活動推進計画は広範囲に及ぶ計画なので、地道に説明し

ていく必要がある。 

 

⑵ 平成２５年度の取組み予定について 

 

それでは、議題⑵ 平成２５年度の取組み予定について、事務局

から説明をお願いします。 

 

【資料３を基に説明】 

 ・計画の進行体制 

 ・推進施策、実施目標年度 

 

只今の説明について、質問等があればお願いします。 

 

⑵のイの小中学校のボランティアに関して、社会福祉協議会では

高齢者の車イス体験やアイマスク体験などを行っている。学校教育

課ではこのような活動があることを把握しているのか。情報の共有

化を図ってほしい。 

 

行政はスピード感を持って対応する必要がある。職員研修でもそ 



会   議 ・ 記   録   13)
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発言者 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項

一

一

一

一

の必要性を訴え、 職員に周知すべきだ。

確かに行政は一つの事をするのに時間がかかりすぎる。
と ころで市民参画 ・ 協働推進審議会と 自治基本条例審議会と の違

いは何か。

市民参画 ・ 協働推進審議会にっいては、 北本市市民参画推進条
例、 協働推進条例の適切な運用にっいて審議していただく 予定で
す。 特に、 北本市市民参画推進条例に義務付けられている市民参画
手続の年間の実績と予定の公表にっいての報告、 市民施策提案制度
の審議、 協働専業提案制度に関する審議をしていただきます。 ，自治
基本条例審議会にっいては、 北本市自治基本条例に規定されている
関係法令の整備等、 北本市自治基本条例に基づく まちづく り 通り に
市政運営されているか審議していただきます。

(3) その他

各委員から何か意見等はあ り ますか。

一 特になし 一

事務局から連絡事項等はあ り ますか。

一 特になし 一

4 閉 会

一 須藤副会長あいさつ 一

議事のてん末 ・ 概要を記載し、 その相違なきを証するためこ こに署卒する。
Ⅰ㍻始白ヤ" 会長 屈軍縮ゑ


